
 

川越市グリーン購入基本方針  

 

１．背景  

 私たちは、大量生産、大量消費、大量廃棄の社会経済活動によって、

地球に過剰な負荷をかけ続けた結果、地球温暖化や資源の枯渇、生態系

の破壊といった危機に直面しています。恵み豊かな地球環境を将来世代

に引き継ぐことは、私たちの責務であり、「持続可能な社会」への転換

が求められています。  

 川越市は、一事業者・消費者として、地球環境に負荷をかけているこ

とを認識し、環境負荷の低減に積極的に取り組むとともに、市民・事業

者に対して環境に配慮した消費行動や事業活動を促す役割を担ってい

ます。  

 その役割を果たすために、環境に配慮した物品等の調達（以下「グリ

ーン購入」といいます。）に取り組みます。  

 

２．目的  

 「グリーン購入」とは、製品やサービスを調達する際に、調達の必要

性を十分に考え、品質や価格だけでなく、環境負荷ができるだけ少ない

ものを選ぶとともに、環境負荷の低減に努める事業者から優先して調達

することをいいます。  

 「川越市グリーン購入基本方針」は、以下に掲げる各事項を目的とし

て、市の全ての組織において運用するものとします。  

(1) 国際社会全体が目指す「持続可能な社会」と本市が目指す「低炭

素都市」の実現に向け、市の事務事業によって発生する環境負荷の

低減を図ること。  

(2) 市自らが率先してグリーン購入に取り組むことにより、市民・

事業者に対して環境に配慮した消費行動や事業活動を促し、経済

活動全体を環境配慮型に転換していくこと。  
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３．基本的な考え方  

 物品等の調達に当たっては、調達の必要性を十分に検討した上で、以

下に示す事項を考慮し、調達目的に支障のない範囲で、グリーン購入に

努めるものとします。  

(1) 価格、品質等に加え、環境負荷ができるだけ少ないものを選択す

ること。 

(2) 資源採取から廃棄まで物品等のライフサイクル全体についての

環境負荷低減を考慮したものを選択すること。 

(3) 長期間の使用が可能であるものを選択すること。 

(4) リユース（再使用）、リサイクル（再生利用）が可能なものを選

択すること。 

(5) 再生された素材や再使用された部品を多く使用しているものを

選択すること。 

(6) 廃棄する際に、処理、処分が容易であるものを選択すること。 

(7) エコマーク、グリーンマーク、PET ボトルリサイクル推奨マーク

等の第三者機関が認定・認証する環境ラベルを取得しているものを

選択すること。 
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(8) 川越市エコストア・エコオフィス認定制度の認定事業者や ISO 

14001、エコアクション 21 等の環境マネジメントシステムの導入等

により、環境経営に取り組んでいる事業者を選択すること。  

 

４．適用範囲  

 この方針は、市が調達する全ての物品等を対象とします。  

 

５．重点調達品目及び判断基準  

 この方針により、グリーン購入を重点的に推進する物品（重点調達品

目）及び判断基準については、「川越市グリーン購入ガイドライン」を

別に定めます。  

 

６．推進体制  

(1) グリーン購入の推進については、「川越市地球温暖化対策実行計

画（事務事業編）」の推進・管理体制をもって行います。 

 (2) グリーン購入の調達実績について、毎年度終了後に取りまとめ

の上、公表するものとします。 

 

７．方針等の見直し 

 本方針及び「川越市グリーン購入ガイドライン」については、取組状

況や国の基本方針の改定等に基づき、必要に応じて、環境部環境政策課

において見直しを行います。 

 

８．市民・事業者へのグリーン購入の普及促進  

 市は、市民や事業者に対し、グリーン購入を促進するために、情報提

供や意識啓発に努めるものとします。  

 

附 則  

この方針は、令和３年４月１日から施行します。  


